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申告受付日 集落名 会　　場 受付時間

2
月

25日(月)
栄 栄会館   9:00～11:30

大　薮 生活改善センター 13:30～16:00

26日(火)
南　市 文化会館   9:00～11:30 

気　山 コミュニティセンター 13:30～16:00

27日(水)

小　倉 小倉会館   9:00～11:30

坂　尻 多目的センター   9:00～11:30

竹　波 竹波公民館 13:30～16:00

矢　筈 矢筈集会所 13:30～14:30

久　保 久保会館 15:30～16:30

28日(木)

佐　野 生活改善センター   9:00～11:30

上　野 生活改善センター   9:00～11:30

新　庄 山村開発センター 13:30～16:00

29日(金)

和　田 ふる里交流センター   9:00～11:30

小三ヶ 五十谷集会所 13:30～14:30

笹　田 生活改善センター 15:30～16:30

3
月

3日(月)
金　山 生活改善センター   9:00～11:30

丹　生 丹生公民館 13:30～16:00

4日(火)
太　田 生活改善センター   9:00～11:30

佐　田
けやき台 佐田公民館 13:30～16:00

5日(水)
松　原 担い手センター   9:00～11:30

菅　浜 農業構造改善センター 13:30～16:00

6日(木)
中　寺 区民会館   9:00～11:30

山　上 農村婦人の家 13:30～16:00

7日(金)
北　田 集落センター   9:00～11:30

久々子 生活改善センター 13:30～16:00

10日(月)
佐　柿 国吉会館   9:00～11:30

興道寺 農業研修センター 13:30～16:00

11日(火)
早　瀬 生活改善センター   9:00～11:30

日　向 漁村センター 13:30～16:00

12日(水)
麻　生 開発センター   9:00～11:30

野　口 農事集会所 13:30～16:00

13日(木)
郷　市 郷市児童館   9:00～11:30

河原市 研修センター 13:30～16:00

14日(金)
宮　代 生活改善センター   9:00～11:30

木　野 担い手センター 13:30～16:00

● 

申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
な       

　

書
類(
収
支
内
訳
書
、
源
泉
徴
収
票

　

(

原
本)

、
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

　

等
の
支
払
証
明
書
な
ど)

● 

そ
の
他
所
得
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必

　

要
な
書
類(

医
療
費
控
除
の
明
細
書
及

　

び
領
収
書
、
寄
付
金
等
の
支
払
証
明
書

　

な
ど)

※
申
告
書(

控)

に
税
務
署
受
付
印
が
必
要

　

な
方
は
、
申
告
書(

控)

及
び
切
手
を

　

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ

　

さ
い
。

　

確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
方
で
も
、
次

の
よ
う
な
場
合
は
確
定
申
告
を
す
る
と
源

泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

● 

災
害
や
盗
難
な
ど
に
よ
り
住
宅
や
家
財

　

に
損
害
を
受
け
た
方

● 

病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費
を

　

支
払
っ
た
方

● 

住
宅
を
ロ
ー
ン
で
取
得
さ
れ
た
方

● 

年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
を
し
て

　

い
な
い
方
な
ど

所
得
税
の
還
付
申
告

送
付
等
で
申
告
さ
れ
る
方
は

　
　

次
の
書
類
が
必
要
で
す

　

敦
賀
税
務
署　

☎
22
‐
１
０
１
０

　
　

〒
９
１
４
‐
８
５
４
０

　
　

敦
賀
市
鉄
輪
町
1
‐
7
‐
3

　
　
　
　 確

定
申
告
書
の
送
付
・

　
　
　

お
問
い
合
わ
せ
先

　本年1月1日現在、美浜町に居住し次に該当する方
● 平成19年中に所得のあった方
（所得が給与や公的年金だけで、その支払者から支払
報告書が提出されている方や、所得税の確定申告をさ
れた方は申告の必要はありません）
● 所得がなくても町役場から申告の案内の送付があっ
　た方（国民健康保険加入者等）

● 印鑑
● 平成19年中の収入や必要経費を明らかにする書類
● 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
● 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、旧長
　期保険料の支払証明書
● 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書及び
　領収書
（医療費の支払額から保険金などで補てんされる金額
　を差し引いた額が10万円以上、もしくは、所得の
　5％が10万円以下の方はその金額）

住民税の申告の期間
2月18日(月)～3月17日(月)

　平成20年度の各集落での住民税(町県
民税)の申告受付は、2月25日(月)から
始まります。

※ご都合の悪い方は、町税務課で申告で
きます。該当する方は、期間中に必ず申
告を行ってください。

※この会場では確定申告の受付はできません。
　確定申告をされる方は、税務署や確定申告会場を
ご利用ください。

▼住民税申告受付会場・日程

住民税申告の提出・お問い合わせ先　　町役場税務課　☎３２－６７０２

町税務課からのお知らせ

住民税の申告を
　しなければならない人

住民税の申告に必要なもの
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新
し
い
検
査
制
度
に

つ
い
て
の
住
民
説
明
会

美
浜
１
号
機

美
浜
２
号
機

美
浜
３
号
機

目　的 新たな制度

プラントの特性に
応じたきめ細かな
メリハリのある検査
を実施する

(経年劣化の状況
や過去に発生した
トラブル等を踏まえ
た検査)

（1）保全の基本方針の認可＜原子炉等規正法＞

事業者

①プラント毎に高経年化対策や点検方法の変更
　手順等をルール化する
②設備・機器毎に適切な点検間隔を評価し、これ
　に基づき原子炉停止間隔(13か月･18か月･24か月)
　などを設定する

国 これらを定めた「保安規定」を審査する

（2）保全計画の届出＜電気事業法＞

事業者 定期検査毎に全ての発電設備の「保全計画」を保安規程に作成し、国に届出をする

国 「保全計画」を審査し、安全管理上重要な箇所に
ついて検査を重点化する

運転中の検査を充実
する
(分解点検せずに異常
の兆候を検知)

事業者 運転中に実施できる検査を充実させる

国 原子炉の起動・停止時の保安検査やトラブル発生
時(運転上の制限の逸脱)の立入検査等を実施する

ヒューマンエラーや
組織の問題による事故
･トラブルを減少させる

事業者 発生した事故･トラブルの根本的な原因を分析し、再発防止を徹底する

国 安全文化の醸成、根本原因分析の方法･体制につい
てガイドラインを整備する

美浜発電所の状況

　今回の報告では、12月18日から1月17日までの
美浜発電所の状況等についてお知らせします。

　

12
月
19
日
、
現
在
検
討
が
進
め
ら
れ

て
い
る
「
原
子
力
発
電
所
の
新
し
い
検

査
制
度
」
に
つ
い
て
の
住
民
説
明
会

が
、
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全･

保
安

院
の
主
催
に
よ
り
町
の
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
「
は
あ
と
ぴ
あ
」
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

説
明
会
に
は
、
一
般
住
民
の
方
や
商

工･

観
光
業
の
関
係
者
な
ど
合
わ
せ
て
約

２
０
０
人
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

原
子
力
発
電
所
の
検
査
制
度
は
、
こ

れ
ま
で
か
ら
も
Ｊ
Ｃ
Ｏ
事
故
や
東
電
問

題
を
踏
ま
え
て
改
善
が
図
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
そ
の
後
の
美
浜
発
電
所
3
号

機
事
故
の
発
生
や
高
経
年
化
対
策
の
充

実
の
必
要
性
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
更

な
る
改
善
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

説
明
会
で
は
、
原
子
力
安
全･

保
安
院

の
福
島
首
席
統
括
安
全
審
査
官
か
ら
、

検
討
中
の
新
し
い
検
査
制
度
で
は
、
事

　

定
格
熱
出
力
一
定
運
転
中

　
（
平
成
19
年
9
月
27
日
〜)

　

定
格
熱
出
力
一
定
運
転
中

　
（
平
成
19
年
8
月
3
日
〜)

　

第
24
回
定
期
検
査
中

　
（
平
成
19
年
7
月
20
日
〜)

業
者
が
プ
ラ
ン
ト

毎
に
高
経
年
化
対

策
や
、
設
備･

機

器
毎
に
応
じ
た
適

切
な
点
検
間
隔
な

ど
、
保
全
の
基
本

方
針
を
定
め
る
こ

と
や
、
定
期
検
査

毎
に
保
全
計
画
を

作
成
し
て
国
へ
の

届
出
が
必
要
と
な

り
、
国
は
、
こ
れ

ら
の
基
本
方
針
や

保
全
計
画
を
事
前

に
厳
し
く
審
査･

確

認
し
て
い
く
こ
と

で
、
よ
り
一
層
の

安
全
性
の
向
上
を

図
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　

説
明
会
に
参
加
し
た
住
民
側
か
ら

は
、
こ
れ
ま
で
一
律
に
定
め
ら
れ
て
い

た
定
期
検
査
の
間
隔
、
つ
ま
り
13
か
月

を
越
え
な
い
期
間
毎
に
1
度
運
転
を
止

め
て
実
施
し
て
い
た
も
の
が
、
国
の
事

前
認
可
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
最
長

で
は
24
か
月
の
連
続
運
転
が
可
能
と
な

る
こ
と
か
ら
、
高
経
年
化
が
進
む
プ
ラ

ン
ト
の
安
全
確
保
に
支
障
が
な
い
の
か

や
、
作
業
者
の
民
宿
等
の
利
用
や
工
事･

検
査
量
等
の
減
少
に
よ
る
地
域
経
済
へ

の
影
響
が
出
な
い
の
か
な
ど
、
不
安
を

訴
え
る
質
問
や
厳
し
い
意
見
が
出
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
原
子
力
安
全･

保
安

院
か
ら
は
、
よ
り
一
層
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
以
上
に
国
が

し
っ
か
り
と
審
査
や
検
査
に
関
与
す
る

仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

地
域
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
原
子
力

発
電
所
の
安
全
確
保
を
第
一
に
取
り
組

む
こ
と
で
、
地
域
経
済
の
安
定
的
な
発

展
に
つ
な
が
り
、
経
済
産
業
省
全
体
と

し
て
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
新
し
い
検
査
制
度
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
地
域
の
理
解
を
得
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

▼検討中の新検査制度の内容

はあとぴあで行われた説明会の様子
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

※お問い合わせ先　町企画政策課(担当・大同) ☎32‐6701

主催：美浜町
　　　みはま女性ネットワーク

町役場各部署直通電話番号
※役場へのお電話は、担当部署への
　直通電話が便利です。

総　務　課　３２－６７００

企画政策課　３２－６７０１

税　務　課　３２－６７０２

住民安全課　３２－６７０３

健康福祉課　３２－６７０４

商工観光課　３２－６７０５

農林水産課　３２－６７０６

土木建築課　３２－６７０７

学校教育課　３２－６７０８

生涯学習課　３２－６７０９

出　納　室　３２－６７１０

議会事務局　３２－６７１１

上下水道課　３２－１３４１

はあとぴあ　３２－３１１１

中央公民館　３２－１２１２

町立図書館　３２－００８３

丹生診療所　３９－１３０１

東部診療所　３７－２９１１

総合体育館　３２－３２００

町各施設電話番号

消
火
栓
・
防
火
水
槽
の

　
　

除
雪
に
ご
協
力
を

　

消
火
栓
・
防
火
水
槽
に
積
も
っ
た
雪

は
、
積
雪
状
況
に
よ
っ
て
は
、
消
防
活

動
に
重
大
な
支
障
を
き
た
し
ま
す
。

　

万
一
の
火
災
に
備
え
て
皆
さ
ん
の
家

の
近
く
の
消
火
栓
・
防
火
水
槽
な
ど
の

消
防
水
利
の
除
雪
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

美
浜
消
防
署 　

☎
32
‐
１
１
９
０

介
護
支
援
専
門
員
証
の

　
　
　
　
　
　
　

更
新
制
度

　

平
成
18
年
度
か
ら
「
介
護
支
援
専
門

員
登
録
証
明
書
」
が
「
介
護
支
援
専
門

員
証
」
に
変
わ
り
、
5
年
間
の
有
効
期

間
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
有
効
期
間
が

過
ぎ
る
と
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て

働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
を

更
新
す
る
に
は
、
研
修
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
県
長
寿
福
祉

課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
県
長
寿
福
祉
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
ttp
://in

fo
.p
re
f.fu
ku
i.jp
/ko
u
re
i/

keam
ane/keam

aneto
uro
ku.htm

l

　

な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

れ
な
い
方
に
は
資
料
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

県
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
支
援
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
７
６
‐
20
‐
０
３
３
３

日 時：3月1日(土)午後1時～3時40分
会 場：保健福祉センター「はあとぴあ」
内 容：男女共同参画推進集落実践発表
　 　　寸劇(みはま女性ネットワーク)
　 　　啓発講演　講師：笠井　信輔 氏(フジテレビアナウンサー)
　　　　　　 　　テーマ「息子3人 アナウンサー･記者夫婦奮闘物語」

美浜町男女共同参画フォーラム美浜町男女共同参画フォーラム

わ
か
さ
東
商
工
会 

美
浜
支
所

税
金
講
座

　

わ
か
さ
東
商
工
会
美
浜
支
所
で
は
、

確
定
申
告
や
日
常
の
生
活
に
お
い
て
私

た
ち
の
身
近
に
起
こ
り
う
る
相
続
税
や

贈
与
税
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
税
金
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
費
は
無
料
で
す
の
で
お
気
軽
に

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

2
月
18
日(

月)

午
後
7
時
〜

●
会
場　

わ
か
さ
東
商
工
会 

美
浜
支
所

3
階
大
会
議
室

●
講
師　

橋
本 

佳
和 

氏(

税
理
士)

●
定
員　

30
人

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

わ
か
さ
東
商
工
会 

美
浜
支
所

 　

☎
32
‐
０
１
２
１



－ 12 －

※お問い合わせ先　町企画政策課(担当・伊藤) ☎32‐6701

昇　秀樹 氏

　町では、住民と行政とが「協働のまちづくり」について共に考え、
取り組むためのフォーラムを開催します。ぜひご参加ください。

〈主催〉美浜町
　　　　美浜町協働のまちづくり検討委員会

平成20年4月から

医療制度が変わります
平成20年4月から

医療制度が変わります

お医者さんにかかるときは

入院したときは

自己負担の割合は変わるの？

～75歳以上の皆さんへ～

※お問い合わせ先：町住民安全課（担当・津原）☎３２－６７０３

　病気やけがでお医者さんにかかるとき
は、かかった医療費の１割を負担します。
　ただし、現役並みの所得がある人は３割
の負担になります。これは現在の老人保健
と変わりません。

　入院したときは、１食あたりの
標準負担額を自己負担します。

3割
負担

現役並み
所得者

課税所得が145万円以上の方
ただし、後期高齢者医療で医療を受ける方の収入合計が、
2人以上で520万円未満、１人で383万円未満であると
申請した場合は「一般の区分」と同様になります。

1割
負担

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方（低所得者Ⅰ以外の方）

低所得者Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要
経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を
差し引いたときに0円となる方

現役並み所得者・一般 260円

低所得者Ⅱ

90日までの入院
(過去12か月の入院日数)

210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)

160円

低所得者Ⅰ 100円

※低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準
　負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してく
　ださい。

　療養病床に入院した場合は、食事と居
住費の一部を自己負担します。
　なお、入院医療の必要性が高い方（人
工呼吸器等が必要な方や難病の方など）
は食事代（入院時食事代の標準負担額）
のみになります。

医療費が高額になったときはどうなるの？

　１か月の医療費が高額になったときは、申請して認め
られると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

　これまでは、75歳以上の人は国民健
康保険や健康保険組合などの医療保険制
度に加入しながら、「老人保健制度」で
医療を受けていましたが、平成20年4月
から、「後期高齢者医療制度」で医療を
受けることになります。

▼所得区分

▼入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

〈日　時〉2月23日(土) 午後1時～4時
〈会　場〉保健福祉センター「はあとぴあ」
〈内　容〉講演会　講師：昇　秀樹 氏 (名城大学都市情報学部教授)
　　　　　　　　  テーマ「人口減少時代と共存･協働のまちづくり」
　　　　　　 パネルディスカッション
　　　　　　　　  テーマ「美浜町のこれからのまちづくりについて」(仮)

ちょっと考えよう美浜のまちづくりフォーラムちょっと考えよう美浜のまちづくりフォーラム


